
要措置区域情報

貝塚市では、現在要措置区域はありません。

形質変更時要届出区域情報

貝塚市では、土壌汚染対策法第１１条第1項の規定に基づき、次のとおり形質変更時要届出区域を指定しました。

整理番号 指定年月日 指定番号 指定区域の所在地 指定区域の面積
指定基準に適合しない

特定有害物質
その他

 ベンゼン
 鉛及びその化合物
 砒素及びその化合物
 ふっ素及びその化合物

○整－２５－１　指ー１号は、平成２８年４月２７日に全部解除しました。

　詳細につきましては、「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。

　また、台帳の閲覧場所については、次のとおりです。

　　　　　　　貝塚市　市民生活部環境衛生課

　　　　　　　電話　0７２－４３３－７１８６　　　ファックス　　０７２－４３３－７５１１

　　　　　　　〒５９７－８５８５　　貝塚市畠中１丁目１７番１号　　第二別館２階

　埋立地特例区域

　埋立地特例区域

整－２４－２ 平成24年10月25日 指ー２３号
 貝塚市
 二色南町16番及び17番 177,526.55　㎡

 ふっ素及びその化合物整－Ｒ３－１ 令和 3年 9月 9日 指ー２号
 貝塚市
 二色南町15番2 41,578.42　㎡


